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第８６号議案 

   芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

芦屋市市税条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

   平成２７年１１月３０日提出 

芦屋市長 山 中  健  

提案理由 

 地方税法の一部改正に伴い，徴収の猶予及び換価の猶予の申請手続等を定めるとと

もに，申告書等の記載事項に個人番号等を加えるため，この条例を制定しようとする

もの。 
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芦屋市条例第  号 

   芦屋市市税条例の一部を改正する条例 

 芦屋市市税条例（昭和５９年芦屋市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第５条の次に次の６条を加える。 

 （徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法） 

第５条の２ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第１５条

第３項及び第５項に規定する条例で定める方法は，同条第１項若しくは第２項の規

定による徴収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」という。）又は同条第４

項の規定による徴収の猶予をした期間の延長（以下この条及び次条において「徴収

の猶予期間の延長」という。）に係る金額を当該期間の月数で除した後の金額で，

毎月均等に分割して納付し，又は納入する方法とする。ただし，市長が特に必要と

認めるときは，当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの

納付金額又は納入金額を変更することができる。 

２ 市長は，法第１５条第３項又は第５項の規定により，徴収の猶予又は徴収の猶予

期間の延長に係る市の徴収金を分割して納付し，又は納入させる場合においては，

当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各

納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。 

３ 市長は，徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納

入期限までに納付し，又は納入することができないことにつきやむを得ない理由が

あると認めるときは，前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限

又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。 

４ 市長は，第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限

及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは，その

旨，当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又

は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は

当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。 

５ 市長は，第３項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限
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ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは，その旨，その変更後の各納付期限

又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他

必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。 

 （徴収猶予の申請手続等） 

第５条の３ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は，次に掲げる事項

とする。 

 (1)  法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する

事実に基づき市の徴収金を一時に納付し，又は納入することができない事情の詳

細 

 (2)  納付し，又は納入すべき市の徴収金の年度，種類，納期限及び金額 

 (3)  前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額 

 (4)  当該猶予を受けようとする期間 

 (5)  分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分割納付又

は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては，分割納付又は分割

納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額

又は納入金額を含む。） 

 (6)  猶予を受けようとする金額が１００万円を超え，かつ，猶予期間が３月を超え

る場合には，提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる担保の種類，数量，

価額及び所在（その担保が保証人の保証であるときは，保証人の氏名及び住所又

は居所）その他担保に関し参考となるべき事項（担保を提供することができない

特別の事情があるときは，その事情） 

２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は，次に掲げる書類とする。 

 (1)  法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類 

 (2)  財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

(3)  猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入

及び支出の見込みを明らかにする書類 

(4)  猶予を受けようとする金額が１００万円を超え，かつ，猶予期間が３月を超え

る場合には，地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」という。）

第６条の１０の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書

類 

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は，次に掲げる事項とする。 

(1)  市の徴収金を一時に納付し，又は納入することができない事情の詳細 
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(2)  第１項第２号から第６号までに掲げる事項 

４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は，第２項第２号

から第４号までに掲げる書類とする。 

５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は，次に掲げる事項とする。 

 (1)  猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度，種類，納期限及び金額 

 (2)  猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し，又は納入することができないや

むを得ない理由 

（3） 猶予期間の延長を受けようとする期間 

（4） 第１項第５号及び第６号に掲げる事項 

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は，第２項第４号に掲げる書

類とする。 

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は，１月とする。 

８ 法第１５条の２第９項第４号に規定する条例で定める場合は，徴収の猶予又は徴

収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金について，法第１５条の３第１項第２

号の規定による徴収の猶予の取消しを受けたことがある場合とする。 

（徴収猶予の取消し） 

第５条の４ 法第１５条の３第１項第４号に規定する条例で定める債権は，徴収金と

ともに管理する次に掲げる債権とする。 

 (1)  国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７６条第１項に規定する保険

料 

（2） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１０４条第１

項に規定する保険料 

（3） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１２９条第１項に規定する保険料 

 (4)  芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例（平

成２７年芦屋市条例第１２号）第２条第１項第１号に規定する保育料（子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７条第４項に規定する保育所の利用

に係る保育料に限る。） 

 （職権による換価の猶予の手続等） 

第５条の５ 法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条第３項及

び第５項に規定する条例で定める方法は，法第１５条の５第１項の規定による換価

の猶予又は同条第２項において読み替えて準用する法第１５条第４項の規定による

換価の猶予をした期間の延長に係る金額を当該期間の月数で除した後の金額で，毎
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月均等に分割して納付し，又は納入する方法とする。ただし，市長が特に必要と認

めるときは，当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納

付金額又は納入金額を変更することができる。 

２ 第５条の２第２項から第５項までの規定は，法第１５条の５第２項において読み

替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により，分割して納付し，又は

納入させる場合について準用する。 

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は，次に掲げ

る書類とする。 

 (1)  第５条の３第２項第２号から第４号までに掲げる書類 

 (2)  分割納付又は分割納入させるために必要となる書類 

４ 法第１５条の５の３第２項の規定において準用する法第１５条の３第１項第４号

に規定する条例で定める債権は，前条各号に規定する債権とする。 

 （申請による換価の猶予の申請手続等） 

第５条の６ 法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は，次に掲げる期間

の終期の到来のいずれか遅い期間とする。 

 (1)  換価の猶予を受けようとする徴収金の法定納期限等から１年 

 (2)  換価の猶予を受けようとする徴収金の納期限から６月 

２ 法第１５条の６第２項に規定する条例で定める債権は，第５条の４各号に規定す

る債権とする。 

３ 法第１５条の６第３項において準用する法第１５条第３項及び第５項に規定する

条例で定める方法は，法第１５条の６第１項の規定による換価の猶予又は同条第３

項において準用する法第１５条第４項の規定による換価の猶予をした期間の延長に

係る金額を当該期間の月数で除した後の金額で，毎月均等に分割して納付し，又は

納入する方法とする。ただし，市長が特に必要と認めるときは，当該分割納付又は

当該分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更する

ことができる。 

４ 第５条の２第２項から第５項までの規定は，法第１５条の６第３項において準用

する法第１５条第３項又は第５項の規定により，分割して納付し，又は納入させる

場合について準用する。 

５ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は，次に掲げる事項とす

る。 

 (1)  市の徴収金を一時に納付し，又は納入することにより事業の継続又は生活の維
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持が困難となる事情の詳細 

 (2)  第５条の３第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事項 

 (3)  分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入

期限ごとの納付金額又は納入金額 

６ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は，第５条の

３第２項第２号から第４号までに掲げる書類とする。 

７ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は，次に掲げる事項とす

る。 

 (1)  第５条の３第１項第６号に掲げる事項 

 (2)  第５条の３第５項第１号から第３号までに掲げる事項 

 (3)  第５項第３号に掲げる事項 

８ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項に規定する期

間は，１月とする。 

９ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第９項第４号に規定

する場合は，換価の猶予又は換価の猶予をした期間の延長を受けようとする徴収金

について，法第１５条の３第１項第２号の規定による徴収の猶予の取消しを受けた

ことがある場合とする。 

１０ 法第１５条の６の３第２項の規定において準用する法第１５条の３第１項第４

号に規定する条例で定める債権は，第５条の４各号に規定する債権とする。 

 （担保を徴する必要がない場合） 

第５条の７ 法第１６条に規定する条例で定める場合は，猶予に係る金額が１００万

円以下である場合，猶予期間が３月以内である場合又は担保を徴することができな

い特別の事情がある場合とする。 

 第６条中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」を「法」

に，「行なう」を「行う」に改める。 

 第１３条第３項中「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」とい

う。）」を「令」に改める。 

 第２９条第７項中「寮等の所在」の次に「，法人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第
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１５項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。）」を加える。 

第４８条第３項中「の各号」を削り，第２号を第３号とし，第１号を第２号とし，

同号の前に次の１号を加える。 

 (1)  納税義務者の氏名又は名称，住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所

在地及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）又は法人番号 

 第７２条第１項中「の各号」を削り，「行なわなければならない」を「行わなけれ

ばならない」に改め，同項第１号中「及び氏名」を「，氏名又は名称及び個人番号（行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項

に規定する個人番号をいい，当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。

以下固定資産税について同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号を

いう。以下固定資産税について同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあつ

ては，住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 第７３条第１項中「の各号」を削り，「行なわなければならない」を「行わなけれ

ばならない」に改め，同項第１号及び第２項第１号中「及び氏名」を「，氏名又は名

称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，住所

及び氏名又は名称）」に改める。 

 第８１条第２項中「の各号」を削り，同項第１号中「及び氏名又は名称」を「，氏

名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつて

は，住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 第８３条第１項中「の各号」を削り，同項第１号中「及び氏名又は名称」を「，氏

名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつて

は，住所及び氏名又は名称）」に改める。 

第８３条の２第１項第１号中「及び氏名又は名称」を「，氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，住所及び氏名又は

名称）」に改める。 
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 第９８条第２項中「の各号」を削り，同項第１号中「及び氏名又は名称」を「又は

事務所若しくは事業所の所在地，氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号

をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番

号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあつ

ては，住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称）」に改める。 

第１２３条第２項第１号中「及び氏名又は名称」を「，氏名又は名称及び個人番号

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条第

１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人

番号を有しない者にあつては，住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 第１５４条第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事業所の所在地，

氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同

じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において

同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，住所又は事務所若しくは

事業所の所在地及び氏名又は名称）」に改める。 

附則第１６条の３第１項中「の各号」を削り，同項第１号中「及び氏名又は名称」

を「，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者

にあつては，住所及び氏名又は名称）」に改める。  

 附則第１６条の３第２項第１号中「及び氏名又は名称」を「，氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，住所及び氏名

又は名称）」に改める。 

 附則第１６条の３第３項中「の各号」を削り，同項第１号中「及び氏名」を「，氏

名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつて

は，住所及び氏名又は名称）」に改める。 
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 附則第１６条の３第４項中「の各号」を削り，同項第１号，第５項第１号，第６項

第１号，第７項第１号，第８項第１号，第９項第１号及び第１０項第１号中「及び氏

名又は名称」を「，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号

を有しない者にあつては，住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 附則第２３条第２項中「の各号」を削り，同項第１号中「及び氏名」を「，氏名又

は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，

住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 附則第２３条第３項中「の各号」を削り，同項第１号中「及び氏名」を「，氏名又

は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，

住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 附則第２３条第４項中「の各号」を削り，同項第１号中「及び氏名」を「，氏名又

は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，

住所及び氏名又は名称）」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２８年１月１日から施行する。ただし，第５条の次に６条

を加える改正規定並びに第６条及び第１３条第３項の改正規定並びに次条の規定

は，平成２８年４月１日から施行する。 

（徴収猶予，職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の芦屋市市税条例（以下「新条例」という。）第５条の

２から第５条の４まで及び第５条の７（地方税法等の一部を改正する法律（平成２

７年法律第２号。以下「平成２７年改正法」という。）附則第１条第６号に掲げる規

定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この条において「２

８年新法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予に係る部分

に限る。）の規定は，平成２８年４月１日以後に申請される２８年新法第１５条第１
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項又は第２項の規定による徴収の猶予について適用し，同日前に申請された平成２

７年改正法附則第１条第６号に掲げる規定による改正前の地方税法（以下この条に

おいて「２８年旧法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予

については，なお従前の例による。 

２ 新条例第５条の５及び第５条の７（２８年新法第１５条の５第１項の規定による

換価の猶予に係る部分に限る。）の規定は，平成２８年４月１日以後にされる同項の

規定による換価の猶予について適用し，同日前にされた２８年旧法第１５条の５第

１項の規定による換価の猶予については，なお従前の例による。 

３ 新条例第５条の６及び第５条の７（２８年新法第１５条の６第１項の規定による

換価の猶予に係る部分に限る。）の規定は，平成２８年４月１日以後に同項に規定す

る納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。

（市民税に関する経過措置）

第３条 新条例第４８条第３項第１号の規定は，平成２８年１月１日以後に提出する

申請書について適用する。

２ 新条例第２９条第７項の規定は，平成２８年１月１日以後に行われる新条例第２

９条第７項の規定による申告について適用し，同日前に行われるこの条例による改

正前の芦屋市市税条例（以下「旧条例」という。）第２９条第７項の規定による申告

については，なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第４条 新条例第７２条第１項第１号，第７３条第１項第１号及び第２項第１号，第

８１条第２項第１号，第８３条第１項第１号，第８３条の２第１項第１号並びに附

則第１６条の３第１項第１号，第２項第１号，第３項第１号，第４項第１号，第５

項第１号，第６項第１号，第７項第１号，第８項第１号，第９項第１号及び第１０

項第１号，第２３条第２項第１号，第３項第１号及び第４項第１号の規定は，平成

２８年１月１日以後に提出する新条例第７２条第１項並びに第７３条第１項及び

第２項に規定する申出書，新条例第８１条第２項並びに附則第２３条第３項及び第

４項に規定する申請書又は新条例第８３条第１項及び第８３条の２第１項並びに

附則第１６条の３各項（第１１項を除く。）及び第２３条第２項に規定する申告書

について適用し，同日前に提出した旧条例第７２条第１項並びに第７３条第１項及

び第２項に規定する申出書，旧条例第８１条第２項並びに附則第２３条第３項及び

第４項に規定する申請書又は旧条例第８３条第１項及び第８３条の２第１項並び

に附則第１６条の３各項（第１１項を除く。）及び第２３条第２項に規定する申告
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書については，なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

第５条 新条例第９８条第２項第１号の規定は，平成２８年１月１日以後に提出する

新条例第９８条第２項に規定する申請書について適用し，同日前に提出した旧条例

第９８条第２項に規定する申請書については，なお従前の例による。

（特別土地保有税に関する経過措置） 

第６条 新条例第１２３条第２項第１号の規定は，平成２８年１月１日以後に提出す

る同項に規定する申請書について適用し，同日前に提出した旧条例第１２３条第２

項に規定する申請書については，なお従前の例による。 

（入湯税に関する経過措置） 

第７条 新条例第１５４条の規定は，平成２８年１月１日以後に行われる新条例第１

５４条の規定による申告について適用し，同日前に行われた旧条例第１５４条の規

定による申告については，なお従前の例による。 
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参 照 

芦屋市市税条例の一部改正要綱 

１ 改正の趣旨 

地方税法の一部改正に伴い，徴収の猶予及び換価の猶予の申請手続等を定めるとと

もに，申告書等の記載事項に個人番号等を加えるため，この条例を制定しようとする

もの。 

２ 改正の内容 

(1) 徴収の猶予制度について，次のとおり定めることとする。 

ア 徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法（第５条の２関係） 

(ｱ) 徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長（以下「徴収の猶予等」という。）に

係る市の徴収金を分割して納付し，又は納入させる方法は，当該徴収の猶予

等に係る金額を当該期間の月数で除した後の金額で，毎月均等に分割して納

付し，又は納入する方法とする。ただし，市長が特に必要と認めるときは，

当該分割納付又は当該分割納入（以下「分割納付等」という。）の各納付期限

又は各納入期限（以下「各納付期限等」という。）ごとの納付金額又は納入金

額（以下「納付金額等」という。）を変更することができる。 

(ｲ) 市長は，徴収の猶予等に係る市の徴収金を分割して納付し，又は納入させ

る場合においては，分割納付等の各納付期限等及び各納付期限等ごとの納付

金額等を定めるものとする。 

(ｳ) 市長は，徴収の猶予等を受けた者がその納付期限又は納入期限（以下「納

付期限等」という。）までに納付し，又は納入することができないことにつき

やむを得ない理由があると認めるときは，(ｲ)により定めた分割納付等の各納

付期限等ごとの納付金額等を変更することができる。 

(ｴ) 市長は，(ｲ)により分割納付等の各納付期限等及び各納付期限等ごとの納付

金額等を定めたときは，その旨，当該分割納付等の各納付期限等及び各納付

期限等ごとの納付金額等その他必要な事項を当該徴収の猶予等を受けた者に

通知しなければならない。 
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(ｵ) 市長は，(ｳ)により分割納付等の各納付期限等ごとの納付金額等を変更した

ときは，その旨，その変更後の各納付期限等及び各納付期限等ごとの納付金

額等その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。 

イ 徴収猶予の申請手続等（第５条の３関係） 

(ｱ) 災害等による徴収の猶予の申請書に記載する条例で定める事項は，次の事項

とする。 

ａ  納税者がその財産につき，災害を受けた等の事実があること及びその該当

する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し，又は納入することができない

事情の詳細 

ｂ  納付し，又は納入すべき市の徴収金の年度，種類，納期限及び金額 

ｃ ｂの金額のうち当該猶予を受けようとする金額 

ｄ 当該猶予を受けようとする期間 

ｅ 分割納付等の方法により納付又は納入を行うかどうか（分割納付等の方

法により納付又は納入を行う場合にあっては，分割納付等の各納付期限等

及び各納付期限等ごとの納付金額等を含む。） 

ｆ 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え，かつ，猶予期間が３月

を超える場合には，提供しようとする担保の種類，数量，価額及び所在そ

の他担保に関し参考となるべき事項 

(ｲ) 災害等による徴収の猶予の申請書に添付すべき条例で定める書類は，次の

書類とする。 

ａ  納税者がその財産につき，災害を受けた等の事実を証するに足りる書類 

ｂ 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

ｃ 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後

の収入及び支出の見込みを明らかにする書類 

ｄ 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え，かつ，猶予期間が３月

を超える場合には，担保の提供に関し必要となる書類 

(ｳ) 賦課の遅延等による徴収の猶予の申請書に記載する条例で定める事項は，

次の事項とする。 

ａ  市の徴収金を一時に納付し，又は納入することができない事情の詳細 

ｂ (ｱ)ｂからｆまでの事項 

(ｴ) 賦課の遅延等による徴収の猶予及び徴収の猶予期間の延長の申請書に添付

すべき条例で定める書類は，(ｲ)ｂからｄまでの書類とする。 
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(ｵ) 徴収の猶予期間の延長の申請書に記載する条例で定める事項は，次の事項

とする。 

ａ  猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度，種類，納期限及び

金額 

ｂ  猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し，又は納入することができ

ないやむを得ない理由 

ｃ 猶予期間の延長を受けようとする期間 

ｄ (ｱ)ｅ及びｆの事項 

(ｶ)  災害等による徴収の猶予等の申請書への添付を免除されない条例で定める

書類は，(ｲ)ｄの書類とする。 

(ｷ) 徴収の猶予等の申請において，申請書若しくは添付すべき書類の記載に不

備があるとき，又はその提出がないときに，徴収の猶予等を受ける者が申請

書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない期間

について条例で定める期間は，１月とする。 

(ｸ) 徴収の猶予等を認めないことができる場合として条例で定める場合は，徴

収の猶予等を受けようとする徴収金について，分割の期限までに納付し，又

は納入しないことにより徴収の猶予の取消しを受けたことがある場合とする。 

ウ 徴収猶予の取消し（第５条の４関係） 

     徴収の猶予に係る徴収金以外の債権を滞納したときに，徴収の猶予を取り消

すことができる場合として条例で定める債権は，徴収金とともに管理する次の

債権とする。 

(ｱ)  国民健康保険料 

(ｲ)  後期高齢者医療保険料 

(ｳ)  介護保険料 

(ｴ)  保育所保育料 

(2) 換価の猶予制度について，次のとおり定めることとする。 

ア 職権による換価の猶予の手続等（第５条の５関係） 

(ｱ)  職権による換価の猶予又は換価の猶予期間の延長（以下「職権による換価

の猶予等」という。）に係る市の徴収金を分割して納付し，又は納入させる

方法は，(1)ア(ｱ)と同様とする。 

(ｲ)  (1)ア(ｲ)から(ｵ)までは職権による換価の猶予等に係る市の徴収金を分割
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して納付し，又は納入させる場合について準用する。 

(ｳ) 職権による換価の猶予等の手続において提出を求めることができる条例

で定める書類は，次の書類とする。 

ａ  (1)イ(ｲ)のｂからｄまでの書類 

ｂ 分割納付等をさせるために必要となる書類 

(ｴ)  職権による換価の猶予に係る徴収金以外の債権を滞納したときに，職権に

よる換価の猶予を取り消すことができる場合として条例で定める債権は，(1)

ウ(ｱ)から(ｴ)までの債権とする。 

イ 申請による換価の猶予の申請手続等（第５条の６関係） 

(ｱ) 申請による換価の猶予の申請期間について条例で定める期間は，次の期間

の終期の到来のいずれか遅い期間とする。 

ａ  換価の猶予を受けようとする徴収金の法定納期限等から１年 

ｂ 換価の猶予を受けようとする徴収金の納期限から６月 

(ｲ)  申請による換価の猶予に係る徴収金以外の債権を滞納したときに，申請に

よる換価の猶予を適用しない場合として条例で定める債権は，(1)ウ(ｱ)から

(ｴ)までの債権とする。 

(ｳ)  申請による換価の猶予又は換価の猶予期間の延長（以下「申請による換価

の猶予等」という。）に係る市の徴収金を分割して納付し，又は納入させる

方法は,(1)ア(ｱ)と同様とする。 

(ｴ)  (1)ア(ｲ)から(ｵ)までは申請による換価の猶予等に係る市の徴収金を分割

して納付し，又は納入させる場合について準用する。 

(ｵ)  申請による換価の猶予の申請書に記載する条例で定める事項は，次の事項

とする。 

ａ  市の徴収金を一時に納付し，又は納入することにより事業の継続又は生

活の維持が困難となる事情の詳細 

ｂ (1)イ(ｱ)ｂからｄまで及びｆの事項 

ｃ 分割納付等の各納付期限等及び各納付期限等ごとの納付金額等 

(ｶ)  申請による換価の猶予等の申請書に添付する条例で定める書類は，(1)イ

(ｲ)ｂからｄまでの書類とする。 

(ｷ)  申請による換価の猶予期間の延長の申請書に記載する条例で定める事項

は，次の事項とする。 

ａ (1)イ(ｱ)ｆの事項 
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ｂ (1)イ(ｵ)ａからｃまでの事項 

ｃ (ｵ)ｃの事項 

(ｸ)  申請による換価の猶予等の申請書若しくは添付すべき書類の記載に不備が

あるとき，又はその提出がないときに，申請による換価の猶予等を受ける者

が申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならな

い期間について条例で定める期間は，１月とする。 

(ｹ)  申請による換価の猶予等を認めないことができる場合として条例で定める

場合は，(1)イ(ｸ)と同様とする。  

(ｺ)  申請による換価の猶予に係る徴収金以外の債権を滞納したときに，申請に

よる換価の猶予を取り消すことができる場合として条例で定める債権は，(1)

ウ(ｱ)から(ｴ)までの債権とする。 

(3) 担保を徴する必要がない場合（第５条の７関係） 

徴収の猶予，職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする際に，

担保を徴する必要がない場合として条例で定める場合は，猶予に係る金額が１

００万円以下である場合，猶予期間が３月以内である場合又は担保を徴するこ

とができない特別の事情がある場合とする。 

(4)  次の申告書及び申請書等の記載事項に個人番号又は法人番号を加えることと

する。 

（第２９条，第４８条，第７２条，第７３条，第８１条，第８３条，第８３条

の２，第９８条，第１２３条，第１５４条，附則第１６条の３及び第２３条関係）

ア 市民税に係る申告書及び減免申請書 

イ 固定資産税に係る申告書及び減免申請書等 

ウ 軽自動車税に係る減免申請書 

エ 特別土地保有税に係る減免申請書 

オ 入湯税に係る申告書 

(5) その他規定の整理 

３ 施行期日 

平成２８年１月１日。ただし，２(1)から(3)まで及び(5)の一部の規定は，平成

２８年４月１日 


